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キ
ー
ワ
ー
ド　

西
周
中
期　

周
新
宮　

内
史　

東
鄙　

五
邑

器
名　

殷
簋

時
代　

西
周
中
期
（
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
・
銘
圖
他
）

出
土　一

九
八
四
年
、
陝
西
省
耀
縣
（
今
の
銅
川
市
耀
州
區
）
丁
家
溝
村
の
劉
育
華
が

土
を
取
っ
て
い
た
時
に
發
見
し
た
も
の
で
、
二
つ
の
簋
と
四
つ
の
編
鐘
の
計
六
件

が
窖
藏
の
中
よ
り
出
土
し
た
。
發
見
時
、
青
銅
器
の
上
は
薄
い
石
板
で
覆
わ
れ
て

い
た
。
こ
の
窖
藏
は
西
周
晩
期
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。（
①
呼

林
貴
・
薛
東
星
）

收
藏殷

簋
甲
・
乙
の
名
稱
は
陝
金
に
從
っ
た
。
銘
圖5305

を
甲
、
銘
圖5306

を
乙

と
記
す
。

①
呼
林
貴
・
薛
東
星
は
殷
簋
甲
・
乙
（
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
の
い
う
殷
簋
乙
は

著
録
に
述
べ
る
よ
う
に
甲
の
蓋
の
可
能
性
が
あ
る
）
は
銅
川
市
博
物
館
に
收
藏
と

い
う
。

銘
圖5305

は
殷
簋
甲
は
初
め
銅
川
市
藥
王
山
博
物
館
に
收
藏
さ
れ
、
現
在
は

陝
西
歴
史
博
物
館
に
收
藏
と
記
す
。

銘
圖5306

は
殷
簋
乙
は
銅
川
市
藥
王
山
博
物
館
に
收
藏
と
記
す
。
西
部
網（
陝

西
新
聞
網
）「【
毎
日
瑰
寶
】
殷
簋
」（http://m

.cnw
est.com

/sxxw
/a/2021/

12/30/20202137.htm
l

）
に
よ
る
と
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
三
十
日
時
點
で
は

銅
川
博
物
館
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

著
録

①
呼
林
貴
・
薛
東
星
「
耀
縣
丁
家
溝
出
土
西
周
窖
藏
青
銅
器
」（『
考
古
與
文
物
』

一
九
八
六
年
第
四
期
）
4
頁
圖
1
（
殷
簋
甲
）・
4
頁
圖
2
（
殷
簋
乙
）

呉
鎭
烽
編
著
『
陝
西
金
文
彙
編
』（
三
秦
出
版
社
、一
九
八
九
年
）402

（
甲
器
・
蓋
）・

403
（
乙
器
）

劉
雨
・
嚴
志
斌
編
著
『
近
出
殷
周
金
文
集
録
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）

487

・488

鍾
柏
生
・
陳
昭
容
・
黄
銘
崇
・
袁
國
華
編
『
新
收
殷
周
青
銅
器
銘
文
曁
器
影
彙
編
』

金
文
通
解

殷
簋

三　
　

輪　
　

健　
　

介



殷
簋

七
二

（
藝
文
印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
）840

・841
呉
鎭
烽
編
『
商
周
青
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
一
二
年
）

5305
（
蓋
・
器
）・5306

（
蓋
・
器
）

銘
圖5305
器
の
拓
本
と
銘
圖5306

器
の
寫
眞
は
ス
ペ
ー
サ
ー
の
位
置
や
字
形

を
見
て
み
る
と
、
同
一
の
器
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
西
部
網
（
陝
西
新

聞
網
）
の
器
の
寫
眞
も
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
の
4
頁
圖
2
（
殷
簋
乙
）
は
拓
本
が
不
鮮
明
で
あ

る
が
、
銘
圖5305

蓋
と
同
一
の
銘
文
か
ら
拓
本
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。
近
出
と
新
收
は
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
と
同
一
の
拓
本
で
あ
る
。

同
一
と
思
わ
れ
る
拓
本
及
び
寫
眞
を
以
下
に
ま
と
め
た
。殷
簋
乙
の
器
の
拓
本
・

寫
眞
等
の
存
在
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

・
殷
簋
甲
器
：
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
（
甲
）・
陝
金402

（
甲
器
）・
近
出487

（
器
）・

新
收840

（
器
）・
銘
圖5305

（
器
）・5306

（
器
）・
西
部
網
（
陝
西
新
聞
網
）（
器
）

・
殷
簋
甲
蓋
：
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
（
乙
）・
陝
金402

（
甲
蓋
）・
近
出488

（
蓋
）・

新
收841

（
蓋
）・
銘
圖5305

（
蓋
）

・
殷
簋
乙
蓋
：
陝
金403

（
乙
器
）・
銘
圖5306

（
蓋
）・
西
部
網
（
陝
西
新
聞
網
）

（
蓋
）

考
釋

①
呼
林
貴
・
薛
東
星
「
耀
縣
丁
家
溝
出
土
西
周
窖
藏
青
銅
器
」（『
考
古
與
文
物
』

一
九
八
六
年
第
四
期
）

②
陳
絜
「
周
代
農
村
基
層
聚
落
初
探
―
以
西
周
金
文
資
料
爲
中
心
的
考
察
」（
朱

鳳
瀚
主
編
『
新
出
金
文
與
西
周
歴
史
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

③
髙
澤
浩
一
編
『
近
出
殷
周
金
文
考
釋
』
第
二
輯
、
陝
西
省　

四
川
省　

内
蒙
省　

山
西
省
（
研
文
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

④
鄒
芙
都
・
査
飛
能
「
西
周
中
晩
期
册
名
金
文
所
見
〝
五
邑
〞
新
探
」（『
雲
南
民

族
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』
第
三
六
卷
第
一
期
、
二
〇
一
九
年
）

參
考
文
獻

⑤
何
景
成
『
西
周
王
朝
政
府
的
行
政
組
織
與
運
行
機
制
』（
光
明
日
報
出
版
社
、

二
〇
一
三
年
）

⑥
王
鵬
「
西
周
金
文
中
的
〝
鄙
〞（
邑
）
例
考
」『
中
國
建
築
學
會
建
築
史
學
分
會

曁
學
術
檢
討
會2019

論
文
集
（
上
）』（
出
版
社
・
年
號
不
明
）

⑦
謝
能
宗
「
先
秦
時
期
〝
鄙
〞
字
指
代
的
空
閒
範
圍
及
其
對
商
周
國
家
結
構
的
啓

示
」（『
青
銅
器
與
金
文
』
第
五
輯
、
二
〇
二
〇
年
）

⑧
松
丸
道
雄
「
殷
周
國
家
の
構
造
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
四
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
）

⑨
林

「
關
于
中
國
早
期
國
家
形
式
的
幾
個
問
題
」（『
林

學
術
文
集
』
中
國
大

百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）

⑩
伊
藤
道
治
『
中
國
古
代
王
朝
の
形
成

―
出
土
資
料
を
中
心
と
す
る
殷
周
史
の

研
究

―
』（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）

⑪
松
井
嘉
德
『
周
代
國
制
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）

⑫
王
輝
『
中
國
古
文
字
導
讀　

商
周
金
文
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

⑬
李
家
浩
「
説
〝
命
汝
更

克
司
直
鄙
〞」（『
古
文
字
研
究
』
第
三
〇
輯
、
中
華

書
局
、
二
〇
一
四
年
）



七
三

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號

⑭
村
上
幸
造
「
金
文
通
解　

史
密
簋
」（『
漢
字
學
研
究
』
第
一
號
、二
〇
一
三
年
）

⑮
劉
雨
「
近
出
殷
周
金
文
綜
述
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
二
〇
〇
二
年
三
期
）

⑯
許
倬
雲
『
西
周
史
（
增
補
二
版
）』（
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、

二
〇
一
二
年
）

略
稱

集
成　

中
國
社
會
科
學
院
考
古
研
究
所
編『
殷
周
金
文
集
成（
修
訂
增
補
本
）』（
中

華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）

新
收　

鍾
柏
生
・
陳
昭
容
・
黄
銘
崇
・
袁
國
華
編
『
新
收
殷
周
青
銅
器
銘
文
曁
器

影
彙
編
』（
藝
文
印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
）

銘
圖　

呉
鎭
烽
編
『
商
周
青
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）

銘
續　

呉
鎭
烽
編
『
商
周
青
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
續
編
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
）

陝
金　

呉
鎭
烽
編
著
『
陝
西
金
文
彙
編
』（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）

合
集　

郭
沫
若
主
編
・
中
國
社
會
科
學
院
歴
史
研
究
所
編
『
甲
骨
文
合
集
』（
中

華
書
局
、
一
九
七
七
〜
一
九
八
二
年
）

斷
代　

陳
夢
家
『
陳
夢
家
著
作
集　

西
周
銅
器
斷
代
』（
中
華
書
局
、二
〇
〇
四
年
）

通
釋　

白
川
靜
『
金
文
通
釋
』（
白
川
靜
著
作
集
別
卷
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
〜

二
〇
〇
五
年
）

銘
文
選　

馬
承
源
主
編
『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
』（
一
）
〜
（
四
）（
文
物
出
版
社
、

一
九
八
六
〜
一
九
九
〇
年
）

器
制通

高22cm

・
口
徑18cm

・
腹
深11.5cm

・
器
壁
厚0.5cm

・
足
高4cm

・

重
量4kg

。

形
制
・
大
小
・
紋
飾
は
二
簋
と
も
同
じ
。
蓋
と
器
は
嚙
合
い
、
腹
の
下
部
は
外

へ
垂
れ
る
。
蓋
の
縁
は
下
に
曲
が
っ
て
お
り
、
つ
ま
み
は
圈
状
で
あ
る
。
圈
足
の

下
に
獸
頭
の
小
足
が
三
本
有
り
、
一
對
の
獸
首
銜
環
耳
が
あ
る
。
蓋
上
と
器
口
の

縁
に
は
い
ず
れ
も
垂
冠
長
尾
鳳
鳥
紋
を
飾
り
、
そ
の
下
に
は
雲
雷
紋
が
付
い
て
お

り
、
圈
足
に
は
斜
角
雲
紋
を
飾
る
。（
銘
圖
）

西部網（陝西新聞網）
「【毎日瑰寶】殷簋」2021-12-30

http://news.cnwest.com/sxxw/a/2021/12/30/20202137.html
銅川博物館收藏　殷簋乙器影

殷簋甲器影（①呼林貴・薛東星）



殷
簋

七
四

銘
文器

内
底
と
蓋
に
八
行
八
二
字
（
重
文
二
）

器
・
蓋
同
銘

隹
（
唯
）
王
二
月
既
生
霸
丁
丑
、
王

才
（
在
）
周
新
宮
、
王
各
（
格
）
大
室
、
即
立
（
位
）、

士
戍
右
殷
、
立
中
廷
、
北
鄕
（
嚮
）、
王

乎
（
呼
）
内
史
音
令
（
命
）
殷
、
易
（
賜
）
巿
・
朱
黄
（
衡
）、

王
若
曰
、
殷
、
令
（
命
）
女
（
汝
）
更
（
賡
）
乃
且
（
祖
）
考
、

（
友
）
𤔲
東

（
鄙
）
五
邑
、
殷
𢳎
（
拜
）
𩒨
（
稽
）
首
、

敢
對
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
寶

、

其
萬
年
寶
用
、
孫
孫
子
子
其
永
寶

殷簋乙蓋拓本（銘圖 5306） 殷簋甲器拓本（①呼林貴・薛東星）



七
五

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號

銘
文
考
釋

隹
（
唯
）
王
二
月
既
生
霸
丁
丑
、
王
才
（
在
）
周
新
宮
、
王
各
（
格
）
大

室
、
即
立
（
位
）、
士
戍
右
殷
、
立
中
廷
、
北
鄕
（
嚮
）

「
隹
（
唯
）」
は
發
語
の
助
字
。「
王
」
は
ど
の
周
王
を
指
す
の
か
は
不
明
。「
既

生
覇
」
は
月
が
滿
ち
て
い
く
状
態
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
丁
丑
の
干
支

番
號
は
14
。

「
周
新
宮
」
は
師
湯
父
鼎
（
集
成2780

・
西
周
中
期
）・
虎
簋
蓋
（
新
收633

、

1874

・
西
周
中
期
）・
士
山
盤
（
新
收1555

・
西
周
中
期
）
に
見
え
る
。「
王
各
（
格
）

大
室
、
即
立
（
位
）」
は
周
王
が
周
新
宮
の
大
室
に
至
り
所
定
の
位
置
に
つ
い
た

こ
と
を
い
う
。

「
士
戍
」
は
初
見
。「
士
戍
右
殷
、
立
中
廷
、
北
鄕
（
嚮
）」
は
儀
式
の
流
れ
を

述
べ
る
部
分
で
あ
る
。
望
簋
（
集
成4272

・
西
周
中
期
）
銘
に
い
う
「
王
才
（
在
）

周
康
宮
新
宮
、
旦
、
王
各
（
格
）
大
室
、
即
立
（
位
）、
宰

父
右
望
、
入
門
、

立
中
廷
、
北
鄕
（
嚮
）、
王
乎
（
呼
）
史
年
册
令
（
命
）
望
…
…
」【
王
、
周
の
康

宮
新
宮
に
在
り
。
旦
に
、王
、大
室
に
格
り
、位
に
即
く
。
宰

父
、望
を
右
け
て
、

門
に
入
り
、
中
廷
に
立
ち
、
北
嚮
す
。
王
、
史
年
を
呼
び
望
に
册
命
せ
し
む
。

…
…
】
の
よ
う
に
、
本
器
銘
文
に
は
見
え
な
い
時
閒
を
表
す
「
旦
」（
早
朝
）
が

記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、「
入
門
」
も
「
立
中
廷
」
の
前
に
記
さ
れ
る
事

例
が
多
い
が
、
本
銘
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

殷簋銘文器影（西部網（陝西新聞網）「【毎日瑰寶】殷簋」2021-12-30）
http://news.cnwest.com/sxxw/a/2021/12/30/20202137.html

（左：銘圖 5306 器・右：銘圖 5306 蓋の寫眞）



殷
簋

七
六

王
乎
（
呼
）
内
史
音
令
（
命
）
殷
、
易
（
賜
）
巿
・
朱
黄
（
衡
）、
王
若
曰
、

殷
、
令
（
命
）
女
（
汝
）
更
（
賡
）
乃
且
（
祖
）
考
、

（
友
）
𤔲
東

（
鄙
）
五
邑

「
王
乎
（
呼
）
内
史
音
令
（
命
）
殷
」
は
王
の
殷
に
對
す
る
命
令
で
あ
る
。

「
内
史
」
は
史
官
で
あ
り
、
本
器
以
外
に
も
豆
閉
簋
（
集
成4276

・
西
周
中
期
）

に
「
王
乎
（
呼
）
内
史
册
命
豆
閉
」【
王
、
内
史
を
呼
び
豆
閉
に
册
命
せ
し
む
】

と
あ
る
よ
う
に
、
王
の
命
令
を
傳
え
る
銘
文
が
數
多
く
殘
っ
て
い
る
。「
音
」
は

内
史
の
名
で
あ
る
。

「
巿
」
は
傳
世
文
獻
で
は
「

」「

」「
黻
」「

」
と
書
か
れ
る
。『
説
文
解
字
』

に
「
巿
、

也
。
上
古
衣
蔽
前
而
巳
。
巿
以
象
之
、
天
子
朱
巿
、
諸
侯
赤
巿
、
大

夫

衡
。
从
巾
、
象
連
帶
之
形
。」【
巿
は
、

な
り
。
上
古
の
衣
は
、
前
を
蔽
ふ

の
み
。
巿
は
以
て
之
を
象
り
、
天
子
は
朱
巿
、
諸
侯
は
赤
巿
、
大
夫
は

衡
。
巾

に
从
ひ
、
帶
を
連
ぬ
る
の
形
に
象
る
。】
と
あ
り
、
膝
掛
け
の
こ
と
で
あ
る
。

「
朱
黄
（
衡
）」
の
「
黄
」
字
（

）
は
他
の
銘
文
に
現
れ
る
字
體
と
は
少
し

異
な
る
が
、
諸
家
は
み
な
「
黄
」
と
釋
す
。
②
陳
絜
は
、
習
見
さ
れ
る
「
黄
」
字

の
形
と
は
似
て
お
ら
ず
、
卯
簋
（
集
成4327

・
西
周
中
期
）
銘
の
「
贊
（
瓚
）
璋
」

の
「
贊
」
字
（

）
と
類
似
し
て
お
り
、「
贊
」
字
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
同
氏
は
金
文
中
の
「
朱
黄
」
は
習
見
さ
れ
る
が
、「
朱
瓚
」
は

未
だ
そ
の
他
の
銘
文
中
で
は
出
現
し
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
、
本
銘
の
「
贊
」
字
も

「
黄
」
の
誤
刻
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
黄
」
と

釋
し
て
お
く
。「
黄
」
は
「
衡
」
で
あ
り
、『
禮
記
』
玉
藻
に
「
一
命
縕

幽
衡
」【
一

命
は
縕

幽
衡
】
の
鄭
玄
注
「
衡
、
佩
玉
之
衡
也
」【
衡
、
佩
玉
の
衡
な
り
】
と

い
う
よ
う
に
、
佩
玉
の
こ
と
で
あ
る
。

「
令
（
命
）
女
（
汝
）
更
（
賡
）
乃
且
（
祖
）
考
」
の
「
更
」
は
「
賡
」
と
讀
み
、

「
繼
」
の
意
。
六
行
目
第
一
字
の
「

（
友
）」
字
は
上
下
ど
ち
ら
に
續
け
て
讀
む

べ
き
か
問
題
と
な
る
。「
令
（
命
）
女
（
汝
）
更
（
賡
）
乃
且
（
祖
）
考
」
は
基

本
的
に
曶
鼎
（
集
成2838

・
西
周
中
期
）
銘
の
「
令
（
命
）
女
（
汝
）
更
（
賡
）

乃
且
（
祖
）
考
𤔲
卜
事
」【
汝
に
命
じ
て
乃
の
祖
考
を
賡
ぎ
て
卜
事
を
𤔲
ら
し
む
】

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
一
方
、
呂
服
余
盤
（
集
成10169

・
西
周
中
期
）
銘
の
「
令

（
命
）
女
（
汝
）
更
（
賡
）
乃
且
（
祖
）
考
事
、疋
（
胥
）

中
（
仲
）
𤔲
六

（
師
）

服
」【
汝
に
命
じ
て
乃
の
祖
考
の
事
を
賡
ぎ
、

仲
を
胥
け
て
六
師
の
服
を
𤔲
れ
】

の
よ
う
に
「
且
（
祖
）
考
事
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、「
且

（
祖
）
考
」
の
後
に
續
く
と
考
え
ら
れ
る
の
は
「
事
」
以
外
に
は
存
在
し
な
い
よ

う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
乃
且
（
祖
）
考
」
で
斷
句
し
、下
文
に
續
け
て
「

（
友
）

𤔲
」
と
し
て
お
く
。

「
（
友
）
𤔲
」
の
「
𤔲
」
は
「
司
」
と
讀
む
。
殷
が
祖
考
の
職
掌
を
繼
い
で
「
東

（
鄙
）
五
邑
」
を
管
理
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、

「

（
友
）
𤔲
」
と
い
う
熟
語
は
他
に
例
が
な
い
。「
𤔲
」
に
關
聯
す
る
言
葉
と
し

て
、

・「
𤔲
王
家
」（
蔡
簋
、
集
成4340

・
西
周
晩
期
）

・「
死
（
尸
）
𤔲
王
家
」（
康
鼎
、
集
成2786

・
西
周
中
期
或
晩
期
）

・「
令
（
命
）
女
（
汝
）
官
𤔲
成
周
𧵒
（
賈
）
廿
家
」（
頌
鼎
、
集
成2827

〜

2829

・
西
周
晩
期
）

・「
命
女
（
汝
）
𫡋
𤔲
公
族
」（
毛
公
鼎
、
集
成2841

・
西
周
晩
期
）
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第
一
〇
號

・「
𫡋
官
𤔲
康
宮
王
臣
妾
・
百
工
」（
伊
簋
、
集
成4287

・
西
周
晩
期
）

・「
啻
（
嫡
）
官
𤔲
左
右
戲

（
繁
）
荊
」（
師
虎
簋
、
集
成4316

・
西
周
中
期
）

等
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
蔡
簋
の
よ
う
に
「
𤔲
」
の
み
で
使
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
死
（
尸
）
𤔲
」・「
官
𤔲
」・「
𫡋
𤔲
」・「
𫡋
官
𤔲
」・「
啻

（
嫡
）
官
𤔲
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
「
司
」（
つ
か
さ
ど
る
）

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
細
か
い
違
い
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

「
友
」
は
師
詢
簋
（
集
成4342
・
西
周
晩
期
）
に
は
「
王
曰
…
…
䢦
（
率
）
（
以
）

乃
友
干
（
捍
）
吾
（
禦
）
王
身
」【
王
曰
は
く
…
…
乃
の
友
を
率ひ

き以
ゐ
て
王
の
身

を
捍
禦
し
…
…
】
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
師
詢
が
「
友
」
を
率
い
て
王
の

身
を
守
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、「
友
」
は
師
詢
の
屬
官
の
こ
と
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
⑤
何
景
成
に
よ
る
と
、「
友
」
に
は
「
僚
屬
」
の
意
味
が
あ
り
、「
僚
」

は
副
職
を
擔
當
し
て
正
職
の
補
佐
の
責
任
を
負
う
官
員
で
、「
友
」
は
一
般
屬
吏

を
指
し
、
こ
の
類
の
屬
吏
は
西
周
時
期
に
は
主
に
同
族
の
兄
弟
が
任
に
當
た
っ
た

と
い
う
。
西
周
金
文
の
「
友
」
字
の
事
例
か
ら
推
測
す
る
と
、
殷
の
一
族
と
共
に

「
東

（
鄙
）
五
邑
」
を
管
理
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
確
實
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
た
め
、
殷
が
「
東
鄙
五
邑
」
の
管
理
を
命
じ

ら
れ
た
と
考
え
て
お
く
。

「
東

（
鄙
）
五
邑
」
に
つ
い
て
、
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
は
、
殷
は
「
東
鄙
五
邑
」

の
地
方
行
政
長
官
で
あ
り
、
出
土
し
た
殷
簋
二
簋
と
五
邑
を
管
理
し
た
状
況
よ
り

見
る
と
、
そ
の
身
分
は
「
上
士
」
一
級
に
當
た
る
と
考
え
て
い
る
。

②
陳
絜
は
、「
東
鄙
五
邑
」
は
岐
周
城
東
に
位
置
す
る
五
つ
の
邑
で
あ
る
と
考

え
る
。
岐
周
付
近
に
そ
の
他
の
城
邑
の
發
見
が
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
こ

で
の
「
五
邑
」
は
鄕
野
の
地
の
五
つ
の
農
村
集
落
を
指
す
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

よ
っ
て
、
殷
の
職
事
は
、
主
に
こ
の
五
つ
の
農
村
集
落
を
實
際
に
管
理
す
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
。

③
高
澤
浩
一
は
、
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
に
從
い
「
東

五
邑
」
は
地
方
行
政
長

官
で
あ
る
と
い
う
。

は
地
方
ま
た
は
地
方
の
聚
落
で
、
邑
は
町
を
數
え
る
單
位

で
あ
る
と
い
う
。

④
鄒
芙
都
・
査
飛
能
は
、「
東
鄙
」
の
「
鄙
」
は
邊
鄙
・
鄙
野
の
鄙
で
は
な
く
、

國
・
都
・
邑
の
義
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
五
邑
」
は
「
五
」
と
い
う
名
の

邑
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

⑥
王
鵬
は
金
文
中
の
「
鄙
」
は
中
心
都
邑
外
邊
地
帶
の
農
耕
條
件
に
適
し
た
下

層
の
聚
邑
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
小
型
聚
落
は
中
心
都
邑
の
た
め
に
食

料
を
提
供
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
小
型
聚
邑
内
の
人
は
「
師
」・「
旅
」
の
類
の
軍

事
編
成
形
式
を
採
用
し
、
中
心
都
邑
の
た
め
に
軍
事
動
員
能
力
と
日
常
の
防
衞
職

能
を
提
供
し
た
と
考
え
て
い
る
。

「

（
鄙
）」
と
「
五
邑
」
に
つ
い
て
檢
討
す
る
前
に
當
時
の
邑
の
構
造
に
つ
い

て
述
べ
て
お
く
。「
邑
」
と
は
規
模
の
大
小
問
わ
ず
人
々
が
集
ま
っ
て
居
住
す
る

場
所
の
こ
と
を
指
す
。
⑧
松
丸
道
雄
は
殷
周
時
代
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
的
な

國
家
構
造
は
大
邑
―
族
邑
―
屬
邑
と
い
う
累
層
的
關
係
で
あ
る
と
考
え
る
。
⑨
林

は
、
人
々
が
居
住
す
る
邑
は
中
心
邑
で
あ
る
都
と
そ
こ
に
從
屬
す
る
多
數
の
鄙

に
分
化
し
、
一
つ
の
都
鄙
を
構
成
し
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究

で
は
、
あ
る
中
心
と
な
る
邑
の
周
圍
に
多
數
の
小
邑
が
屬
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。

金
文
の
「

（
鄙
）」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。
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雍
伯
鼎
（
集
成2531

・
西
周
早
期
）

王
令
（
命
）

（
雍
）
白
（
伯
）

（
鄙
）
于
㞢
爲
宮
…
…

【
王
、
雍
伯
に
命
じ
て
㞢
に
鄙
し
て
宮
を
爲つ

く

ら
し
む
。
…
…
】

渣
司
徒

簋
（
集
成4059
・
西
周
早
期
）

王
朿
（
來
）
伐
商
邑
、
𢓊
（
誕
）
令
（
命
）
康
侯

（
鄙
）

（
于
）
衞
、
渣

（

）
𤔲
土

（
鄙
）
…
…

【
王
、
商
邑
を
來
伐
す
。
誕こ
こ

に
康
侯
に
命
じ
て
衞
に
鄙
せ
し
む
。

𤔲
土

、

と
も

に
鄙
す
。
…
…
】

恆
簋
蓋
（
集
成4199

、4200

・
西
周
中
期
）

王
曰
、恆
、令
（
命
）
女
（
汝
）

（
賡
）

（
喬
）
克
𤔲
直

（
鄙
）、易
（
賜
）

女
（
汝
）

（
鑾
）
旂
、
用
事
…
…

【
王
曰
は
く
、
恆
よ
、
汝
に
命
じ
て
喬
克
を
賡
ぎ
て
直
鄙
を
𤔲
ら
し
む
。
汝
に

鑾
旂
を
賜
ふ
。
用
て
事
へ
よ
。
…
…
】

楚
簋
（
集
成4246

、4247

、4248

、4249

・
西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
正
月
初
吉
丁
亥
、
王
各
（
格
）
于
康
宮
、
中
（
仲
）

父
内
（
入
）

右
楚
、
立
中
廷
、
内
史
尹
氏
册
命
楚
、
赤

（
環
）
巿
・

（
鑾
）
旂
、
取

五

（

）、
𤔲

（
鄙
）・
官
（
館
）・
内
師
・
舟

【
唯
れ
正
月
初
吉
丁
亥
、
王
、
康
宮
に
格
る
。
仲

父
入
り
て
楚
を
右
け
、
中

廷
に
立
つ
。
内
史
尹
氏
、
楚
を
册
命
す
る
に
、
赤
環
巿
・
鑾
旂
も
て
し
、

五

を
取
り
、

の
鄙
・
官
・
内
師
・
舟
を
𤔲
ら
し
む
。】

雍
伯
鼎
の
「

（
鄙
）」
は
雍
伯
の
名
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、「
㞢
」（
㞢

邑
）
の
鄙
に
宮
を
作
ら
せ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

渣
司
徒

簋
の
「
𢓊
（
誕
）
令
（
命
）
康
侯

（
鄙
）

（
于
）
衞
」
は
、
白

川
靜
氏
は

を
作
る
こ
と
を
命
じ
た
と
考
え
、

は
鄙
に
し
て
屯
倉
的
な
補
給
基

地
の
設
營
の
意
と
し
て
い
る
（
通
釋
一
四
「
康
侯

」）。
⑩
伊
藤
道
治
は
、

字

は
「
囗
」
を
付
け
る
と
「
圖
」
と
な
り
、
あ
る
一
定
の
地
域
を
區
畫
す
る
意
味
の

動
詞
と
解
す
（257

頁
）。
⑪
松
井
嘉
德
は
衞
に
お
け
る
疆
域
設
定
を
い
う
と
考

え
る
（148

頁
）。
⑫
王
輝
は
、

は
も
と
も
と
郊
野
を
指
し
、
引
申
し
て
衞
の

郊
野
を
守
る
こ
と
で
、
分
封
で
あ
る
と
す
る
（「
七
、
渣
司
徒

」）。

恆
簋
蓋
は
恆
が
「
直

（
鄙
）」（
直
邑
の
鄙
）
を
司
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い

る
。
白
川
靜
氏
は
直
は
地
名
で
、
そ
の
鄙
す
な
わ
ち
農
作
地
の
管
理
を
命
ず
る
と

考
え
る
（
通
釋
四
九
輯
「
恆

蓋
」）。
⑬
李
家
浩
は
直
邑
邊
鄙
の
地
を
管
理
す
る

こ
と
と
考
え
る
。

楚
簋
の
「
𤔲

（
鄙
）・
官
（
館
）・
内
師
・
舟
」
は
諸
説
あ
る
が
、「

（
鄙
）」

に
つ
い
て
は
「

京
」
の
鄙
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
他
に
史
密
簋
（
銘
圖5327

・
西
周
中
期
後
段
）
に
は
「
齊

（
師
）・

族
土
（
徒
）・
述
（
遂
）
人
、
乃
執

（
鄙
）・
寛
・
亞
」【
齊
師
・
族
徒
・
遂
人
、

乃
ち
鄙
・
寛
・
亞
を
執と

ら
ふ
。】
と
あ
り
、「

（
鄙
）・
寛
・
亞
」
が
見
え
る
。

こ
の
「

」
に
つ
い
て
は
邊
邑
で
あ
る
と
い
う
説
や
人
名
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ

る
。
小
盂
鼎
（
集
成2839

・
西
周
早
期
）
に
「
執

（
酋
）
三
人
」【
酋
三
人
を

執
ら
ふ
】
や
多
友
鼎
（
集
成2835

・
西
周
晩
期
）
に
「
執
𡀚
（
訊
）
廿
又
三
人
」（
捕
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二
十
三
人
の
意
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
執
」
字
は
通
常
「
捕
え
る
」
と
い
う
意

味
で
解
釋
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
「

」
は
人
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

上
記
の
事
例
に
は
加
え
な
い
。
史
密
簋
の
解
釋
に
つ
い
て
詳
し
く
は
⑭
村
上
幸
造

參
照
。

「

（
鄙
）」
は
ま
た
卜
辭
に
も
見
え
、

合
集6057

正

癸
巳
卜
、
㱿
貞
、
旬
亡
𡆥
、
王

曰
、
有
祟
、
其
有
來
艱
、
乞
至
五
日
丁
酉
、

允
有
來
艱
自
西
、
沚

告
曰
、
土
方

（
征
）
于
我
東

（
鄙
）、

二
邑
、

𢀛
方
亦
侵
我
西

（
鄙
）
田

【
癸
巳
卜
し
、
㱿
貞
ふ
。
旬
に
𡆥
亡
き
か
。
王

み
て
曰
は
く
、
祟
有
ら
ん
。

其
れ
來
艱
有
ら
ん
。
五
日
丁
酉
に
至
る
に
乞お
よ

び
、允ま
こ
とに
來
艱
有
り
て
西
自
り
す
。

沚

告
げ
て
曰
は
く
、
土
方
、
我
が
東
鄙
を
征
し
、
二
邑
を
う

ち
、
𢀛
方
も
ま

た
我
が
西
鄙
の
田
を
侵
す
。】

と
い
う
。

⑦
謝
能
宗
は
こ
の
卜
辭
を
用
い
て
殷
代
の
「
鄙
」
の
範
圍
を
考
察
し
て
い
る
。

氏
は
ま
ず
、
陳
夢
家
氏
の
い
う
卜
辭
の
「
我
」
に
は
今
日
に
い
う
「
我
々
」
の
義

が
あ
る
と
い
う
説
を
擧
げ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
卜
辭
は
商
王
自
ら
が
占
卜
し
て
お

り
、「
我
東
鄙
」・「
我
西
鄙
」
は
明
ら
か
に
商
王
の
管
轄
す
る
全
區
域
の
「
鄙
」

で
あ
り
、王
都
を
中
心
と
す
る
王
國
の
邊
域
地
區
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

卜
辭
に
見
え
る「
侯
」の
支
配
す
る
區
域
は
王
都
か
ら
み
れ
ば「
鄙
」と
な
り
、「
侯
」

が
所
在
す
る
中
心
聚
落
に
も
「
鄙
」
が
從
屬
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
「
鄙
」
の
意
味
は
西
周
期
に
も
繼
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
我
」
は
沚

が
王
に
夷
狄
の
侵
入
を
告
げ
て
い
る
た

め
、
沚

の
こ
と
で
あ
り
、
沚

の
居
住
す
る
邑
の
鄙
が
土
方
・
𢀛
方
の
侵
略
を

受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
⑥
謝
能
宗
の
考
え
る
「
鄙
」
の
範
圍
は

廣
す
ぎ
る
と
い
え
る
。
先
に
確
認
し
た
金
文
の
事
例
で
は
、「
鄙
」
は
・
衞
・
直
・

の
よ
う
に
あ
る
地
域
に
お
い
て
中
心
と
な
る
大
邑
（
以
下
、
こ
の
よ
う
な
邑
を

中
心
邑
と
い
う
）
と
共
に
記
さ
れ
て
お
り
、
中
心
邑
の
周
圍
に
存
在
す
る
複
數
の

邑
を
含
む
地
域
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
先
に

確
認
し
た
邑
の
構
造
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
さ
れ
る
。

「
鄙
」
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
と
、傳
世
文
獻
に
お
い
て
「

（
鄙
）」
は
『
春

秋
左
氏
傳
』
襄
公
二
十
八
年
に
は
「
與
晏
子

殿
、
其
鄙
六
十
、
弗
受
。」【
晏
子

に

殿
を
與
ふ
。
其
の
鄙
は
六
十
。
受
け
ず
。】
と
い
う
よ
う
に

殿
の
鄙
が
記

さ
れ
る
。「
其
鄙
六
十
」
は
鄙
邑
六
十
と
い
う
意
味
と
な
る
よ
う
に
、
金
文
に
お

け
る
意
味
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
同
書
成
公
二
年
に
は
「
二
年
、
春
、
齊
侯
伐

我
北
鄙
、
圍
龍
。」【
二
年
、
春
、
齊
侯
、
我
が
北
鄙
を
伐
ち
、
龍
を
圍
む
。】
と

あ
り
、
こ
こ
で
は
魯
の
邊
境
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
春
秋
期
の

各
國
の
支
配
地
域
擴
大
と
共
に
鄙
の
指
す
範
圍
も
變
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。次

に
「
五
邑
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

柞
鐘
（
集
成133-139

・
西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
王
三
年
四
月
初
吉
甲
寅
、
中
（
仲
）
大
師
右
柞
、
柞
易
（
賜
）
𬰫
・

朱
黄
（
衡
）・

（
鑾
）、
𤔲
五
邑
甸
人
事
…
…
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【
唯
れ
王
の
三
年
四
月
初
吉
甲
寅
、
仲
大
師
、
柞
を
右
く
。
柞
、
𬰫
・
朱
衡
・

鑾
を
賜
は
り
、
五
邑
甸
人
の
事
を
𤔲
ら
し
む
。
…
…
】

簋
蓋
（
集
成4243

・
西
周
中
期
）

隹
（
唯
）
二
月
初
吉
、
王
才
（
在
）
師
𤔲
馬
宮
大
室
、
即
立
（
位
）、
井
（
邢
）

白
（
伯
）
入
右

、
立
中
廷
、
北
鄕
（
嚮
）、
内
史
尹
册
、
易
（
賜
）

玄
衣

黹
屯
（
純
）・
旂
四
日
、
用
大
𤰈
（
服
）
于
五
邑
守

（
堰
）
…
…

【
唯
れ
二
月
初
吉
、
王
、
師
𤔲
馬
宮
の
大
室
に
在
り
て
、
位
に
即
く
。
邢
伯
入

り
て

を
右
け
、
中
廷
に
立
ち
、
北
嚮
す
。
内
史
尹
册
し
、

に
玄
衣
黹
純
・

旂
四
日
を
賜
ふ
。
用
て
大
い
に
五
邑
守
堰
に
服
せ
。
…
…
】

元
年
師
兌
簋
（
集
成4274

、4275

・
西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
元
年
五
月
初
吉
甲
寅
、王
才
（
在
）
周
、各
（
格
）
康
廟
、即
立
（
位
）、

同
中
（
仲
）
右
師
兌
、入
門
、立
中
廷
、王
乎
（
呼
）
内
史
尹
册
令
（
命
）
師
兌
、

疋
（
胥
）
師
龢
父
、
𤔲
左
右
走
馬
・
五
邑
走
馬
、
易
（
賜
）
女
（
汝
）
乃
祖
巿
・

五
黄
（
衡
）・
赤
舃
…
…

【
唯
れ
元
年
五
月
初
吉
甲
寅
、
王
、
周
に
在
り
。
康
廟
に
格
り
て
、
位
に
即
く
。

同
仲
、
師
兌
を
右
け
、
門
に
入
り
、
中
廷
に
立
つ
。
王
、
内
史
尹
を
呼
び
師
兌

に
册
命
せ
し
め
、
師
龢
父
を
胥た

す

け
、
左
右
走
馬
・
五
邑
走
馬
を
𤔲
れ
。
汝
に
乃

の
祖
の
巿
・
五
衡
・
赤
舃
を
賜
ふ
、
と
。
…
…
】

𨝍
簋
（
集
成4297

・
西
周
晩
期
）・
𨝍
簋
蓋
（
集
成4296

・
西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
二
年
正
月
初
吉
、
王
才
（
在
）
周
卲
（
昭
）
宮
、
丁
亥
、
王
各
（
格
）

于
宣
射
（
榭
）、
毛
白
（
伯
）
内
（
入
）
門
、
立
中
廷
、
右
祝
𨝍
、
王
乎
（
呼
）

内
史
册
命
𨝍
、
王
曰
、
𨝍
、
昔
先
王
既
命
女
（
汝
）
乍
（
作
）
邑
、
𫡋
五
邑
祝
、

今
余
隹
（
唯
）
𤕌
（
申
）

（
就
）
乃
命
、易
（
賜
）
女
（
汝
）
赤
巿
・
（
絅
）

（

）
黄
（
衡
）・

（
鑾
）
旂
、
用
事

…
…

【
唯
れ
二
年
正
月
初
吉
、
王
、
周
の
昭
宮
に
在
り
。
丁
亥
、
王
、
宣
榭
に
格
る
。

毛
伯
、
門
に
入
り
て
、
中
廷
に
立
ち
、
祝
𨝍
を
右
く
。
王
、
内
史
を
呼
び
て

𨝍
に
册
命
せ
し
む
。
王
曰
は
く
、
𨝍
よ
、
昔
、
先
王
既
に
汝
に
命
じ
て
邑
を

作
し
、
五
邑
祝
を
𫡋
せ
し
む
。
今
、
余
唯
れ
乃
の
命
を
申
就
す
。
汝
に
赤
巿
・

絅

衡
・
鑾
旂
を
賜
ふ
。
用
て
事
へ
よ
、
と
。

…
…

】

虎
簋
蓋
（
新
收633

・
西
周
中
期
）

隹
（
唯
）
卅
（
三
十
）
年
四
月
初
吉
甲
戌
、
王
才
（
在
）
周
新
宮
、
各
（
格
）

于
大
室
、
密
弔
（
叔
）
内
（
入
）、
右
虎
、
即
立
（
位
）、
王
乎
（
呼
）
入
（
内
）

史
曰
、
册
令
（
命
）
虎
、
曰
、
𩛥
（
載
）
乃
且
（
祖
）
考
事
先
王
、
𤔲
虎
臣
、

今
命
女
（
汝
）
曰
、
更
（
賡
）
乃
且
（
祖
）
考
、
疋
（
胥
）
師
戲
、
𤔲
走
馬
𩣓

（
馭
）
人

五
邑
走
馬
𩣓
（
馭
）
人
、
女
（
汝
）
毋
敢
不
善
于
乃
政
、
易
（
賜
）

女
（
汝
）
𬰫
（
緇
）
巿
・
幽
黄
（
衡
）・
玄
衣
滰
屯
（
純
）・

（
鑾
）
旂
五
日
、

用
事
…
…

【
唯
れ
三
十
年
四
月
初
吉
甲
戌
、
王
、
周
の
新
宮
に
在
り
。
大
室
に
格
る
。
密

叔
入
り
、
虎
を
右
け
、
位
に
即
く
。
王
、
内
史
を
呼
び
て
曰
は
く
、
虎
に
册
命

せ
よ
、
と
。
曰
は
く
、
載は

じ

め
乃
の
祖
考
、
先
王
に
事
へ
、
虎
臣
を
𤔲
る
。
今
、

汝
に
命
じ
て
曰
は
く
、
乃
の
祖
考
を
賡
ぎ
、
師
戲
を
胥た
す

け
て
、
走
馬
馭
人

び

五
邑
走
馬
馭
人
を
𤔲
れ
。
汝
敢
へ
て
乃
の
政
に
不
善
あ
る
こ
と
毋
か
れ
。
汝
に
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緇
巿
・
幽
衡
・
玄
衣
滰
純
・
鑾
旂
五
日
を
賜
ふ
。
用
て
事
へ
よ
、
と
。
…
…
】

以
上
に
は
「
五
邑
甸
人
」・「
五
邑
守

（
堰
）」・「
五
邑
走
馬
」・「
五
邑
祝
」・「
五

邑
走
馬
𩣓
（
馭
）
人
」
と
い
っ
た
官
職
名
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
「
五
邑
」
に
つ

い
て
は
樣
々
な
研
究
者
が
言
及
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
②
陳
絜
の
よ
う
に

五
つ
邑
で
あ
る
と
い
う
説
と
、
④
鄒
芙
都
・
査
飛
能
の
よ
う
に
「
五
」
と
い
う
一

つ
の
邑
で
あ
る
と
い
う
説
に
大
き
く
分
か
れ
る
。

五
つ
の
邑
で
あ
る
と
考
え
る
研
究
者
の
方
が
多
い
が
、
少
し
ず
つ
解
釋
が
異

な
っ
て
い
る
。例
え
ば
、陳
夢
家
氏
は
元
年
師
兌
簋
の
五
邑
と
左
右
と
は
對
に
な
っ

て
お
り
、五
邑
は
西
土
の
王
城
邑
を
指
す
と
い
う（
斷
代
一
七
〇「
元
年
師
兌

」）。

白
川
靜
氏
は
、
五
邑
の
名
義
の
意
味
は
知
ら
れ
な
い
が
、
祝
が
あ
り
、
甸
人
が
あ

り
、
走
馬
が
お
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
周
都
近
傍
の
王
室
直
轄
地
で
、
宗
敎
的

な
儀
禮
に
關
係
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
（
通
釋
一
八
七

「
師
兌

一
」）。
⑮
劉
雨
は
、「
五
邑
」
は
特
殊
な
行
政
單
位
で
あ
り
、
金
文
に
は

走
馬
・
佃
人
・
祝
等
の
職
官
が
あ
る
が
、
同
時
に
「
五
邑
」
を
單
位
と
す
る
同
名

の
官
職
を
設
け
て
い
る
。
殷
簋
の
「
東
鄙
五
邑
」
よ
り
見
て
み
る
と
、
こ
の
五
邑

は
東
土
某
地
に
あ
る
が
、
そ
の
他
の
内
容
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
。
⑯
許
倬
雲
は

五
邑
は
岐
下
・
程
・
豐
・
鎬
・
西
鄭
・
槐
里
の
六
箇
所
の
う
ち
五
つ
の
都
邑
で
あ

る
と
い
う
（235

頁
）。
こ
の
よ
う
に
五
つ
の
邑
で
あ
る
と
い
う
説
も
、
中
心
邑

周
邊
の
小
邑
が
五
つ
で
あ
る
の
か
、
中
心
邑
が
五
つ
で
あ
る
の
か
に
分
か
れ
る
。

④
鄒
芙
都
・
査
飛
能
が
擧
げ
て
い
る
よ
う
に
、「
邑
」
を
量
詞
と
し
て
用
い
る

事
例
と
し
て
挙
比

が
あ
る
。

𩰫
比

（
集
成4466

・
西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
王
廿
（
二
十
）
又
五
年
七
月
既
望
□
□
、〔
王
才
（
在
）〕
永
師
田
宮
、

令
（
命
）
小
臣
成
友
逆
□
□
、
内
史
無
𫯔
・
大
史

曰
、
章
（
賞
）

（
厥
）

夫

（
宅
）
𩰫
比
田
、
其
邑
𣃻
・

・

（

）、

（
復
）
友
（
賄
）
𩰫

比
其
田
、其
邑

（
復
）
歃
・
言
二
挹
（
邑
）、
𩰫
比

（
復
）
小
宮

（
宅
）

𩰫
比
田
、
其
邑
彶

句
商
兒

讎

、
復
限
余
（
予
）
𩰫
比
田
、
其
邑
競
・

楙
（
懋
）・
甲
三
邑
、
州
・
瀘
二
邑
、
凡
復
友
（
賄
）、
復
友
（
賄
）
𩰫
比
田

十
又
三
邑
…
…

【
唯
れ
王
の
二
十
又
五
年
七
月
既
望
□
□
、〔
王
〕、
永
の
師
田
の
宮
に
〔
在
り
〕。

小
臣
成
友
に
命
じ
て
□
□
を
逆
へ
し
む
。
内
史
無
𫯔
・
大
史

曰
は
く
、
厥

の

夫
を
賞
し
𩰫
比
の
田
を

す
。
其
の
邑
は
𣃻
・

・

な
り
。
𩰫
比
に

其
の
田
を
復
賄
す
。
其
の
邑
は
復
歃
・
言
の
二
邑
な
り
。
𩰫
比
に
あ
た

ふ
。
復

た
小
宮
、
𩰫
比
の
田
を

す
。
其
の
邑
は
彶
と
句
商
兒
と
讎

な
り
。
復
た

𩰫
比
に
田
を
限
予
す
。
其
の
邑
は
競
・
懋
・
甲
三
邑
、
州
・
瀘
二
邑
な
り
。

凡す
べ

て
復
賄
せ
よ
、
と
。
𩰫
比
に
田
十
又
三
邑
を
復
賄
す
。
…
…
】

た
だ
し
、
④
鄒
芙
都
・
査
飛
能
は
𩰫
比

に
見
え
る
量
詞
と
し
て
の
「
邑
」
は

金
文
の
數
量
を
表
現
す
る
習
慣
に
符
合
し
な
い
と
し
て
否
定
す
る
。
こ
の
習
慣
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
小
盂
鼎
（
集
成2839

・
西
周
早
期
）
に
見
え
る
「
弓
一
・

矢
百
・
畫

（
皋
）
一
・
貝
冑
一
・
金
盾
一
・

（
戚
）
戈
二
・
矢
𬛳
八
」
の
「
弓

一
」
等
の
よ
う
に
、
名
詞
の
後
に
數
量
が
記
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

ま
た
、
④
鄒
芙
都
・
査
飛
能
は
「
某
邑
」
の
事
例
と
し
て
、
新
邑
鼎
（
集
成

2682

・
西
周
早
期
）
に
見
え
る
「
新
邑
」、
柞
伯
鼎
（
銘
圖2448

・
西
周
晩
期
）



殷
簋

八
二

に
見
え
る
「
今
女
（
汝
）
𡢁
（
其
）
率
蔡
侯
左
至
于
昏
邑
」【
今
、
汝
其
れ
蔡
侯

を
率
ゐ
て
左
し
て
昏
邑
に
至
れ
】
の
「
昏
邑
」
を
擧
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
以
外
に

も
、渣
司
徒

簋
（
前
述
）
に
「
商
邑
」、散
氏
盤
（
集
成10176

・
西
周
晩
期
）「
用

𫼆
（
撲
）
散
邑
、
廼
即
散
用
田
」【

の
散
邑
を
撲
す
る
を
用
て
、
廼
ち
散
に

即あ
た

ふ
る
に
田
を
用
ふ
。】
の
「
散
邑
」
の
二
例
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
五
邑
」
は
上
述
し
た
兩
説
ど
ち
ら
も
可
能
性
が
あ
る
。「
鄙
」

は
中
心
邑
周
圍
の
地
域
を
指
し
、
卜
辭
に
も
「

（
鄙
）
三
邑
」（
合
集7074

）

の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
東

（
鄙
）
五
邑
」
は
中
心
邑
東
側
の
五
つ
の
邑
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
引
用
し
た
金
文
の
「
五
邑
」
全
て
が
同
じ
場
所
を
指
し
て
い
る
と
す
る

と
、「
五
邑
甸
人
」（
農
業
）・「
五
邑
守

（
堰
）」（
水
利
設
備
）・「
五
邑
走
馬
」「
五

邑
走
馬
𩣓
（
馭
）
人
」（
軍
事
）・「
五
邑
祝
」（
祭
祀
）
と
い
う
よ
う
に
、「
鄙
」

に
屬
す
る
邑
で
あ
り
な
が
ら
農
業
・
軍
事
・
祭
祀
關
係
の
官
職
に
任
命
さ
れ
た
者

が
存
在
し
た
。
⑪
松
井
嘉
德
は
常
に
「
五
邑
」
と
熟
す
よ
う
に
、
こ
の
「
五
邑
」

は
王
朝
に
と
っ
て
何
ら
か
の
特
別
な
機
能
を
擔
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
東
（
鄙
）
五
邑
」
の
屬
す
中
心
邑
は
周
王
に
と
っ

て
重
要
な
邑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
五
邑
」
は
白
川
靜
氏
の
い
わ
れ

る
よ
う
に
周
都
近
傍
の
周
王
直
轄
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

殷
𢳎
（
拜
）
𩒨
（
稽
）
首
、
敢
對
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
寶

、
其
萬

年
寶
用
、
孫
孫
子
子
其
永
寶

本
段
は
以
上
の
王
の
命
令
に
殷
が
應
え
て
本
器
を
作
成
し
た
こ
と
を
い
う
。
そ

し
て
子
孫
も
永
く
本
器
を
寶
と
す
る
よ
う
に
と
記
し
て
い
る
。

訓
讀唯

れ
王
の
二
月
既
生
霸
丁
丑
、
王
、
周
の
新
宮
に
在
り
。
王
、
大
室
に
格
り
、

位
に
即
く
。
士
戍
、
殷
を
右
け
て
、
中
廷
に
立
ち
、
北
嚮
す
。
王
、
内
史
音
を
呼

び
殷
に
命
ず
。
巿
・
朱
衡
を
賜
ふ
。
王
若
く
曰
は
く
、
殷
よ
、
汝
に
命
じ
て
乃
の

祖
考
を
賡
ぎ
、
東
鄙
五
邑
を
友
𤔲
せ
よ
、
と
。
殷
拜
稽
首
し
て
、
敢
へ
て
天
子
の

休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

を
作
る
。
其
れ
萬
年
寶
用
し
、
孫
孫
子
子
其
れ
永
く

寶
と
せ
よ
。

日
本
語
譯

王
の
二
月
既
生
覇
丁
丑
の
日
、
王
は
周
の
新
宮
に
お
ら
れ
た
。
王
は
大
室
に
至

り
、
所
定
の
位
置
に
つ
い
た
。
士
戍
は
殷
を
補
助
し
て
、
中
廷
に
立
ち
、
北
を
向

い
た
。
王
は
内
史
音
を
呼
び
殷
に
命
令
を
與
え
た
。（
王
は
殷
に
）巿
・
朱
衡
を
賜
っ

た
。
王
は
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
、
殷
よ
、
汝
に
命
じ
て
汝
の
祖
考
を
繼
ぎ
、
東

鄙
の
五
つ
の
邑
を
司
れ
、
と
。
殷
は
拜
稽
首
し
て
、
天
子
の
恩
寵
に
應
え
て
、
寶

を
作
っ
た
。
萬
年
ま
で
も
こ
れ
を
寶
用
し
、
孫
孫
子
子
は
永
く
寶
と
せ
よ
。

參
考

同
出
の
鐘
四
件
（
無
銘
）

時
代　

西
周
中
期
偏
晩
（
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
）



八
三

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號

器
制一

號
鐘
：
通
高36.5

㎝
・
甬
高12.5

㎝
・
舞
修16.5
㎝
・
銑
閒20.7

㎝
・
壁

の
厚
さ0.5

㎝
・
重
さ6kg

二
號
鐘
：
通
高34.5

㎝
・
甬
高11.8

㎝
・
舞
修15.5

㎝
・
銑
閒18.2

㎝
・
壁

の
厚
さ0.7

㎝
・
重
さ5kg

三
號
鐘
：
通
高33.5

㎝
・
甬
高
12
㎝
・
舞
修14.5

㎝
・
銑
閒16.7

㎝
・
壁
の

厚
さ0.7

㎝
・
重
さ4.5kg

四
號
鐘
：
通
高
31
㎝
・
甬
高
11
㎝
・
舞
修14.5

㎝
・
銑
閒15.7

㎝
・
壁
の
厚

さ0.5

㎝
・
重
さ4.3kg

于
上
に
は
綯
形
の
旋
が
あ
る
。
舞
に
は
卷
雲
紋
を
飾
り
、
鉦
の
兩
側
に
は
各
々

三
列
の
枚
が
あ
る
。
枚
及
び
鉦
の
周
圍
に
は
い
ず
れ
も
小
乳
釘
の
圍
み
が
あ
る
。

隧
（
鼓
の
胴
の
溝
）
上
は
「
S
」
形
の
卷
雲
紋
を
飾
り
、
右
鼓
の
打
撃
部
位
は
鸞

鳥
紋
を
飾
り
、
篆
は
倒
「
S
」
形
の
雲
紋
を
飾
る
。
二
號
・
四
號
の
鐘
鉦
は
三
角

形
の
雲
紋
を
飾
り
、
一
號
・
三
號
鐘
鉦
に
は
紋
飾
が
な
く
、
そ
の
他
の
紋
飾
は
い

ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
。（
①
呼
林
貴
・
薛
東
星
）

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）
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